
事 務 連 絡 

令和７年５月 21日 

 

各都道府県教育委員会指導事務主管課 

各指定都市教育委員会指導事務主管課 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 事 務 主 管 課 

附属学校を置く各国公立大学法人附属学校事務担当課 

 

 

文部科学省初等中等教育局教育課程課 

 

こども・若者意見反映推進事業を通じた今後の学校での 

学びの在り方等に関する子供への意見聴取の結果の公表について（周知） 

 

 

 「こども・若者意見反映推進事業を通じた今後の学校での学びの在り方等に関

する子供への意見聴取の実施について（周知）」（令和６年 12 月 25 日）のとお

り、これからの社会を担う子供たちの思いや願いを今後の学習指導要領の改訂

に向けた審議に活かしていく観点から、こども家庭庁が実施している「こども若

者★いけんぷらす（こども・若者意見反映推進事業）」の一環として、小学生～

高校生年代を対象に、将来の社会や学校での学びの在り方について意見を聴取

する「いけんひろば」を令和７年１月～２月に開催しました。 

 この度、本意見聴取において聴取した子供たちの意見をとりまとめ、こども家

庭庁のホームページを通じて公表しましたのでお知らせします。 

 本資料は、「将来の自分、未来の社会」、「学校の授業や教科書」、「先生からの

評価・成績」等に関し、現在学校に通う子供たちの意見をまとめたものです。中

央教育審議会においてすでに報告を行いましたが、引き続き、今後の審議にも活

かしていきたいと考えています。学校現場や教育委員会の皆様にも、ぜひ子供た

ちの意見を御参照いただき、日々の教育活動等の更なる充実に向けて御活用い

ただきたいと考えています。 

 各都道府県・指定都市等におかれましては、次頁の表のとおり、周知をお願い

いたします。学校の働き方改革の観点から、周知の方法も、例えば、他の案件と

まとめて周知する、教育委員会主催の教員研修の場で配付する等、できる限り負

担のない方法で御対応ください。 

 

 

御中 



周知元 周知先 

都道府県教育委員会指導事務主管課  所管の学校及び各学校を設置する域内の

市（指定都市を除く）町村教育委員会指

導事務主管課  

指定都市教育委員会指導事務主管課  所管の学校  

都道府県私立学校事務主管課  所轄の学校及び学校法人等 

附属学校を置く国公立大学法人附属学

校事務担当課  

管下の附属学校  

 

 

 

記 

 

１ 別添資料 

・「結果の概要」：聴取した意見の類型を概要としてまとめた資料 

・「報告資料」：聴取した主な意見を内容ごとに整理した資料 

・「いけんのまとめ」：聴取した全ての意見を記録した資料 

 

 

２ 本意見聴取に関するこども家庭庁「こども若者★いけんぷらす」公表ページ 

  https://ikenplus.cfa.go.jp/announcements/jvwycnmam95uvmnd 

 

 

 

（参考）こども家庭庁「こども若者★いけんぷらす」について 

     https://www.cfa.go.jp/policies/iken-plus 

 

 

 

 

 

 

 

【本件担当】 

初等中等教育局教育課程課 

教育課程企画室審議・調整係 

電話：03-5253-4111（内線）2369 

Email：kyokyo@mext.go.jp 
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